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自治基本条例に関する事項について（答申） 

 

 平成２４年６月１８日付け弘市推発第５２号により諮問のあった自治基本条例に関

する事項のうち、諮問２ 自治基本条例素案について、慎重に審議をした結果、下記の

とおり結論を得ましたので、ここに答申いたします。 

 

記 

 

自治基本条例素案については、別紙「自治基本条例素案の審議結果」のとおり修正す

ることが適当であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当 弘前市 市民文化スポーツ部 市民協働政策課） 

（案） 
（第30回から第32回会議までの内容） 
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自治基本条例素案の審議結果 

 

○ 修正案１ 

(1) 箇所 自治基本条例素案（以下「素案」といいます。）第２条第２号（定義） 

(2) 修正案 

旧 
(2) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現するために、この住みよいまち

「弘前市」に対する誇りと愛着心を基に行う公共的な活動をいいます。 

新 
(2) まちづくり 市民の幸せな暮らしを実現するために行う公共的な活動を

いいます。 

(3) 修正理由 

  まちづくりを弘前市に対する誇りと愛着心を伴う活動に限定すると、手始めにま

ちづくりに参加してみようといったものが該当せず、まちづくりへの参加というも

のが、ハードルが高いものになってしまうため 

 

○ 修正案２ 

 (1) 箇所 素案第２条第１１号（定義） 

 (2) 修正案 

旧 (11) 市 議会及び執行機関又は地方公共団体としての本市をいいます。 

新 (11) 市 地方公共団体としての本市をいいます。 

 (3) 修正理由 

   市の定義を２つ（① 議会及び執行機関、②地方公共団体としての本市）とする

と、本文中の規定が解釈しづらくなるとともに、「議会及び執行機関」を全て「市」

とすると、市民、議会及び執行機関の３者による協働が薄れてしまうため 

 注 この修正に伴い、「市」と表記している部分を再度整理し、「議会及び執行機関」

を指す場合にあっては「議会及び執行機関」と、「地方公共団体としての本市」を指

す場合にあっては「市」と修正する必要が生じます。 
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○ 修正案３ 

 (1) 箇所 素案第２条第１２号から第１４号まで（定義） 

 (2) 修正案 

旧 

(11) 市 ・・・ 

(12) 市民力 市民が自主的につながりを広げ、構想し、及びその実現に向

けて協力して取り組む力をいいます。 

(13) 学生力 学生が自主的につながりを広げ、その特性を生かして、構想

し、及びその実現に向けて協力して取り組むとともに、その取組の中でまち

づくりを学び、次の取組に生かしていく力をいいます。 

(14) 地域力 当該地域を構成する者が自主的につながりを広げ、構想し、

及びその実現に向けて協力して取り組むとともに、その取組の中でつながり

を深め、次の取組に生かしていく力をいいます。 

(15) 市外の人々 ・・・ 

新 
(11) 市 ・・・ 

(12) 市外の人々 ・・・ 

 (3) 修正理由 

   市民力、学生力及び地域力の各用語は、定義しないことにより、条例の解釈上、

混乱が生じるものではないし、定義しない方が市民の個の力や様々なつながりによ

る力といったように、自由な力を発揮できると思われるため 

 

○ 修正案４ 

 (1) 箇所 素案第３条第４項（条例の位置付け） 

 (2) 修正案 

  （参考：素案第３条第２項及び第３項） 

    ２ 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよ

う努めるものとします。 

３ 市は、他の条例、規則等の制定及び改廃、各種計画の策定及び変更等に当

たり、この条例の趣旨を尊重するものとします。 

旧 

４ 前２項の規定は、この条例の趣旨を尊重する余地がないもの又は尊重する

ことにより、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものについては、適用

しないものとします。 

新 

４ 前項の規定は、この条例の趣旨を尊重する余地がないもの又は尊重するこ

とにより、他の法令等の趣旨を損なうおそれがあるものについては、適用し

ないものとします。 

 (3) 修正理由 

   素案第３条第２項の規定は、市民等がまちづくりに参加するに当たっての定めで

あるとともに、「尊重するよう努める」という現在の文脈で、既に「できる限りの尊

重」という意味合いであることから、条例の位置付けの適用除外規定を適用させる

必要がないと思われるため 


